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〒９５０-８５７０ 新潟県新潟市中央区新光町 4 番地１ 労働委員会事務局(県庁 16 階)  

[e-mail]ngt230010@pref.niigata.lg.jp 

[HP]https://www.pref.niigata.lg.jp/site/roudoui/ 

賃金未払 

労働委員会のあっせんを利用してみませんか？ 

解雇 

パワハラ 

セクハラ 

雇止め

新潟県労働委員会 検索 

 

公益・労働者・使用者

の三者構成のあっせん

員が、双方のお話を伺

い、解決のお手伝いをし

ます。 

費用は無料です。 

秘密は固く守られ

ます。 

制度の詳細は裏面

をご覧ください。 

 

無  料 
秘密厳守 

労使間の労使間の 

（ 新 潟 県 の 公 的 な 行 政 機 関 で す 。 ） 

新潟県労働委員会 

労使間のトラブルに 

悩んだら・・・ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あっせんの流れ 

個別労働関係紛争あっせんとは？ 

関係機関（県の労働相談所） 

新潟県労働相談所では、労働問題全般について、無料で労働者・使用者双方からの相談をお受け

しています。なお、労働委員会の個別労働関係紛争あっせんは、新潟県労働相談所からも申請するこ

とができます。 

 

 

 

※電話相談（予約不要）・オンライン相談（要予約）・来所相談（要予約）に対応しています。 

 双方の歩み寄りにより合意した場合は、確認書を作成し、紛争は
解決します。 
※ただし、双方の主張の隔たりが大きく、解決の見込みがない場合は、 

あっせんは打切りとなります。 

取
下
げ
は
い
つ
で
も
で
き
ま
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 労働委員会へ直接申請するほか、新潟県労働相談所でも申請
できます。 

事務局職員が申請の相手方を訪問し事情を聴取します。 
職員及びあっせん員が、申請の相手方に対しあっせんへの参

加をうながします。 

※申請の相手方があっせんに応じない場合は、あっせんは打切りとなります。 

 あっせん員が双方の主張をお聞きして、お互いの歩み寄りに
よる解決ができるよう働きかけます。 
※原則、あっせん開始時には当事者双方が対面します（希望により非対面可）。 

新潟県労働相談所 

労働者個人(正社員、パート社員、派遣社員など雇用形態を問わず)と事業主との間に発生した紛
争について、労働委員会のあっせん員 3 名と当事者が一堂に会し、あっせん員が当事者双方からお
話を聞いて紛争が解決するようお手伝いします。 

○あっせん員は労働委員会の公益委員(大学教授、弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、 
使用者委員（会社役員等）からそれぞれ一名ずつ指名されます。 

○労働者、事業主のいずれからも申請できます。 
※裁判で争われていたり、他の機関での助言・指導・あっせん等が進行中の紛争や、採用・募集に関する紛争などは、 

あっせんの対象外です。 

会社から突然解雇を言い渡された 

職場でのハラスメントを上司に相談
したが、対応してくれない 

会社から一方的に時給を下げられた 

労働条件の変更について、従業員と
話し合っているが円満に進まない 

 

無料 
秘密厳守 

申  請 

あっせん活動 

事務局調査 

解  決 

 あっせんは Web で 
の開催も可能ですので、 
お気軽に御相談ください。 

 


